
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

究
ノ
ー
ト

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て

後
日
本
に
お
け
る

信
仰
受
容
の
一
例
と
し
て

中

亮

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
岐
阜
の
高
橋
夏
三

氏
（
以
下
、
高
橋
氏
）
ら
が

一
九
六
九
年
以
降
に
北
港

天
宮
を
は
じ
め
と
す
る
臺
灣
の

廟

か
ら

の
分
靈
を

來
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
そ
の

と
經

緯
、
背
景
を
論
じ
る
。
日
本
に
お
け
る

信
仰
は
、

世
以
降

の
中
國
人
の
移
動
に

う
傳
來
が
中
心
で
、
日
本
人
が

體
と
な

っ
て

を
受
容
し
た
ケ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
高
橋

氏
ら
に
よ
る

分
靈
の

來
は
日
本
に
お
け
る

信
仰
の
受

容
を
見
る
上
で
、
貴
重
な
事
例
と
言
え
る
。

本
事
例
に
つ
い
て
は
浦
恒
一
氏
が
「
一
九
六
九
年
五

、
岐
阜

市
の

母
堂
が
、
水
天
權
現
を
祀
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
臺
灣
北

部
の

廟

天
宮
か
ら

の
分
靈
の
神
像
と
千
里
眼
、
順マ
耳マ

び
侍
婢
の
香

女
の
神
像
を

し
た
」
と
記
し
て
い
る
ほ
か
、

窪
德
忠
氏
に
も
言

が
見
ら
れ
る
が
、
北
港

天
宮
か
ら

を

來
し
た
以
上
の
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た1

）。

そ
ん
な
中
、

年
、
黑
羽
夏
彥
氏
が
梧
棲

元
宮
に
關

す
る

二

の
書

を
發
見
・
紹
介
し
た2

）。
一

は
、
一
九
七
一
年
に
當

時
の
岐
阜
市
長
・
上
松
陽
助
に
よ
る
、

の
加
護
に
よ
り
市
長

で
當

で
き
た
と
の
お
禮
の
書

で
、
高
橋
氏
が
仲
介
し

け

三
九

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



た
も
の
で
あ
る
。
も
う
一

は
一
九
八
九
年
（
平

元
年
）
一

に
高
橋
氏
（
宗
敎
法
人
日
本

天
宮
代
表
役
員
と
の
肩
書
き
が
あ
る
）

か
ら

ら
れ
た
、
梧
棲

元
宮
に
よ
る
昭
和
天
皇
快
癒

願
へ
の

お
禮
の
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
日
臺
の
當
時
の
新
聞

査
か
ら
、

の
よ
う
に

來

の

況
を
整
理
し
て
い
る
。

岐
阜
市
か
ら
高
橋
夏
三

氏
を
代
表
と
す
る
「

母
會
」
の

一
團
が
松
尾
吾
策
・
岐
阜
市
長
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
携
え
て
臺

灣
へ
赴
き
、

像
を
奉
戴
し
て
日
本
へ

っ
た
の
は
事
實

で
あ
る
。『
聯
合
報
』
一
九
六
九
年
四

一
二
日
附
の
記
事

は
、
高
橋
氏
か
ら
の
手
紙
に
は
岐
阜
市
議
會
の
同

も
得
て

岐
阜
公
園

の
「
日
中
友
好
庭
園
」
に
「

母
堂
」
を
建
て

る
計
畫
が
あ
る
旨
も
書
か
れ
て
い
た
と
報

し
て
い
る
が
、

實
際
に
は

切
な
建
設
場

が
見
つ
か
る
ま
で
高
橋
氏
が
個

人
で
保
管
す
る
と
し
て
お
り
（『
中
日
新
聞
』
一
九
六
九
年
五

一
五
日
附
）、
結
局
、
そ
の
ま
ま
實
現
さ
れ
な
い
ま
ま
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る3

）。

こ
の
よ
う
に
、
黑
羽
氏
に
よ
り
、
一
九
六
九
年
の

來
の

況
は
か
な
り

ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
だ
が
、
兩
書

が
示
す

よ
う
に
、
高
橋
氏
と
臺
灣
の

と
の
關
わ
り
は
そ
の
一
年
で

わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

今
回
論

は
高
橋
氏
の

男
の
高
橋

平
氏
お
よ
び
、
元
日
本

天
宮
理
事
の
吉
田
武
義
氏
へ
の
聞
き
取
り

査
を
行
う
と
と
も

に
、
高
橋

平
氏
よ
り
當
時
の
寫
眞
を

見
す
る
機
會
を
得
た4

）。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
證
言
や

料
、
さ
ら
に
は
新
聞
記
事
や
、

北
港

天
宮
の
機
關
誌
で
あ
る
『

女
春
秋
』
な
ど
の

料

査

を

し
て
、
高
橋
氏
に
よ
る

の
分
靈

來
の
經
緯
と

體

な

況
、
そ
の
背
景
を

ら
か
に
し
た
い
。

一

後
日
本
に
お
け
る

信
仰
受
容
の

況

ま
ず

提

報
と
し
て
、
高
橋
氏
の

來
時
點
ま
で
の
日
本
に

お
け
る

信
仰
受
容
の

況
を

し
て
お
く
。

日
本
へ
の

信
仰
の
傳
來
は
、

か
ら

封
體
制
下
の
琉

球
に
渡
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
を
嚆
矢
と
し
、
一

四
二
四
年
ま
で
に
は
彼
ら
が
居

し
た
久
米
村
に

を
祀
る
上

四
〇

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



天
妃
宮
・
下
天
妃
宮
が
建
て
ら
れ
て
い
る5

）。
こ
れ
が
現
在
確

さ

れ
る

期
の

廟
で
あ
る
。

い
で
琉
球
同

中
國
商
人
の

來
が
見
ら
れ
た
鹿
兒
島
に
も
傳
來
し
た6

）。

江

期
に
な
る
と
、

禁
政
策
下
で
も
中
國
船
の
來
航
が

め

ら
れ
て
い
た
長
崎
で
は
日
中

の
貿
易
が

ん
に
營
ま
れ
、
在
留

中
國
人
の
數
も

加
し
長
崎
の
人
口
六
萬
人
の
一

を
も
占
め
る

ま
で
に

ん
だ7

）。
一
六
二
〇
年
代
に
建
て
ら
れ
た
三

寺
（
興
福

寺
・
福
濟
寺
・
崇
福
寺
）
で
は

堂
が
備
え
ら
れ
祭
祀
が
營
ま

れ
た
ほ
か
、
入
港
中
の
中
國
船
の

（
船
菩
薩
）
も
預
け
ら
れ

祀
ら
れ
て
い
た8

）。

一
方
東
日
本
で
も
、
一
六
七
七
年
に
長
崎
・
興
福
寺
の

職
の

招

に
よ
り
杭
州
・
永
福
寺
か
ら
來
日
し
た
東
皐
心
越
が
、
德
川

光
圀
の
招
き
を
受
け
て
水

に
移
る
と
、
そ
れ
を
機
と
し
て

が
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
靑
森
縣
大

に
も
傳
播
（
一
七
世
紀
末
）
し
て
い
く9

）。

代

の
中
で

濱
・
神

が
開
港
（

濱
一
八
五
九
年
・
神

一
八
六
八
年
）
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
中
國
人
が
多

く

出
し
、
中
華
街
が
形

さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
に

い
、

濱

で
は

代
關

廟
（
一
八
七
一
〜
一
九
二
三
）・
淸
國
領
事

に

が
祀
ら
れ10

）、
神

で
も
關

廟
（
一
八
八
八
年
建
立
）・

神
中

華
會

（
一
八
九
三
年
落

）
に

が
祀
ら
れ
た11

）。

こ
れ
ら
の

信
仰
の
傳
播
は
、
在
地
の
名

に
よ
っ
て
水

・
那
珂
湊
か
ら

さ
れ
た
大

の
例
を
除
い
て
は
、
基
本

に
中
國
人
の
移
動
に

っ
て
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て

世
〜

代
に
か
け
て
傳
來
し
た

信
仰
は
一
九
六
九
年
時
點
で
ど
の
よ
う
な

況
に
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

沖

・
久
米
村
の
上
天
妃
宮
・
下
天
妃
宮
は
大
正
年

に

さ

れ
た
が
、
一
九
六
六
〜
七
年
の
白
鳥
芳

氏
の

査
時
點
で
は
、

久
米
村
出
身

や
那
覇
の
神
棚
に
て

を
表
す
「
感
應
」
の

紙
や
、
天
妃
の
繪
像
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
民

信
仰
へ
の

が

確

さ
れ
て
い
る12

）。
鹿
兒
島
で
は
、
現
在
で
も

像
を
「
ボ
サ

ど
ん
」
な
ど
と
呼
び
祀
る
家
が
あ
る
ほ
か
、
一
門
を
守
護
す
る

「

神
」
に
性
格
を
あ
ら
た
め
な
が
ら
祀
ら
れ
る
例
が
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
以

に
お
い
て
も
何
ら
か
の
形
で
信
仰
が

續

し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る13

）。
茨

の
天
妃
信
仰
は
幕
末
の
社

四
一

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



寺
改
革
の
お
り
に
、
天
妃
を
弟
橘
媛
の
同
體
と
み
な
す
こ
と
で
在

地
神

し
た14

）。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は

が
そ
れ
ぞ
れ
に
か
た
ち

を
變
え
な
が
ら
、
そ
の
土
地
に
根
ざ
し
て
い
っ
た

子
が
窺
え
る
。

一
方
、
華
僑
・
華
人
を

な

い
手
と
す
る
中
華
街
で
の
受
容

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
長
崎
で
は
三

寺
で
年
三
度
、
輪
番
で

祭
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
福
建
福
淸
系
以
外
の
華

僑
・
華
人
の
減
少
に

い
三
山
公
幇
に
よ
る
崇
福
寺
で
の

誕
供

の
み
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た15

）。
宮
田
安
氏
に
よ
れ
ば
、
一

九
六
七
年
時
點
で

祭
は
崇
福
寺
だ
け
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る16

）。
神

で
は
關

廟
に
て
、

祭
が
福
建
同

會
に
よ
っ

て

營
さ
れ
て
い
る17

）。

濱
中
華
街
で
も
、（
高
橋
氏
の

來
以
降

の
）
一
九
八
六
年
に
三
代
目
の
關

廟
が

失
す
る
ま
で

は

廟

に

祀
さ
れ
て
い
た18

）。

高
橋
氏
に
よ
る

分
靈
の

來
は
、
こ
の
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ

の
土
地
に
根
ざ
し
た
在
地

と
、
華
僑
・
華
人
に
よ
る
信
仰
の
維

持
と
が

存
し
た
中
で
の
新
た
な
動
き
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
も

の
で
あ
っ
た
。

二

一
九
六
九
年：

像

來
の
經
緯

高
橋
氏
が

め
て
臺
灣
か
ら

の
分
靈
を

來
し
た
の
は
一

九
六
九
年
五

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
經
緯
と

況
を
あ
ら
た
め

て
整
理
す
る
。

黑
羽
氏
も
參
照
す
る
『
聯
合
報
』
お
よ
び
『
中
日
新
聞
』
の
記

事
に
よ
る
と
、

來
に
先
立
っ
て
北
港

天
宮
の
天
上

母
が
岐

阜
で
顯
靈
し
、
岐
阜
の
市
民
が
天
上

母
を

究
す
る
「

母

會
」
を
組
織
し
て
い
た19

）。
當
時
岐
阜
に
は
一
〇
〇
人
あ
ま
り
、

國
に
は
約
三
〇
〇
人
の
北
港

天
宮
信

が
い
た
と
す
る20

）。

こ
の
「

母
會
」
が

廟
を
岐
阜
に
建
て
る
こ
と
に
な
り
、

中
華
民
國
臺
灣
省
文

、

會
の
廖

臣
氏
に
手
紙
を
書
き
、

像

を
日
本
に

え
る
手
助
け
を
し
て
慾
し
い
と
依
賴
。
二
十
回
以
上

の
手
紙
の

來
を
經
て
、
廖
氏
が
北
港

天
宮
に
諮
り
、

が

決
ま
っ
た21

）。

高
橋
氏
を
代
表
と
す
る
一
行
八
人
は
五

二
日
に
臺
北
に
到
着
、

同
日
に
臺
北
・

路
の
天
后
宮
を
訪
問22

）。

三
日
に
岐
阜
市

長
・
松
尾
吾
策
の
「

帖
」
を
持
參
し
、
北
港

天
宮
を
參

。

四
二

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



四
日
に
分
靈
儀
式
を

行
し
て
神
像
を
「
開
光
」
し
、
五
日
に

生
誕
を

う
祭
祀
に
參
加
、
六
日
に

國
と
い
う
行

で
あ
っ

た23
）。北

港

天
宮
に
と
っ
て

を

外
に
分
靈
す
る
の
は
こ
れ
が

五
回
目
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
四
回
は
在
外
華
僑
相
手
で
あ

り
、
外
國
人
の
招

に
よ
る
も
の
は

め
て
で
あ
っ
た
（
そ
の
う

ち
一
回
は
一
九
六
六
年
沖

、
一
回
は
一
九
六
八
年
大

）
24
）。

そ
の
た

め
本
事
例
は
窪
も
「
こ
の
こ
と
は
臺
灣
省
の
新
聞
に
も
大
き
く
報

さ
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
當
時
臺
灣
で
か
な
り
の

目
を
受
け
た
よ
う
だ25

）。

こ
の
と
き

ら
れ
た
神
像
は
、
北
港

天
宮
が
北
港
の

居
宅

に
制
作
を
依
賴
し
た
も
の
で
、

像
（
高
さ
一
尺
六
寸
）
の
他
、

香

女
二

お
よ
び
千
里
眼
・
順
風
耳
の
計
四

（
と
も
に
高
さ

一
尺
二
寸
）
を
揃
え
た
。
こ
れ
と
別
に
臺
北
天
后
宮
も
同
宮
副
駕

の

像
（
高
さ
一
尺
二
寸
）
を

る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
福

建
・

田
か
ら
き
た
も
の
で
す
で
に
百
年
餘
り
の

史
が
あ
り
、

當

西
園
路
の

廟
に
あ
っ
た
が
同
廟
が
日
本
軍
に

さ
れ
た

た
め
、

後
、

路
に

廟
を
開
い
た
際
に

え
た
も
の
と

い
う26

）。
か
く
し
て
、
兩
廟
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一

の

神
像
と
四

の

の
侍
神
（
香

女
・
順
風
耳
・
千
里
眼
）、
計
十

が

ら
れ

た
が
、
あ
ま
り
多
い
と
飛
行
機
に
乘
る
時
に
不

合
な
た
め
北
港

か
ら

ら
れ
た
五

の
み
を
持
ち

っ
た
と
い
う27

）。
こ
の
際
に
は
、

特
別
に

出
關

の

除
措
置
を
受
け
る
優

も
あ
り
、
臺
灣
側

の
友
好

な

勢
が
伺
え
る28

）。

こ
の
と
き

來
し
た

像
に
つ
い
て
は
黑
羽
氏
も
記
す
よ
う

に
、
當

は

廟
（

母
堂
）
を
岐
阜
公
園
な
い
し

林
公
園

に
建
て
る
希

を
持
っ
て
い
た29

）。
高
橋
氏
は
一
九
七
三
年
時
點
で

も
廟
を
建
て
る

思
を
見
せ
て
い
る
が30

）、
高
橋

平
氏
に
よ
れ
ば

結
局

金

に
よ
り
實
現
し
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

三

分
靈
の
里

り

高
橋
氏
は

年
以
降
も
分
靈
の
里

り
を
行
っ
て
い
る
。

●
一
九
七
〇
年

一
行
十
人
は
二

一
九
日
臺
北
到
着
、
同
日
夜
に
臺
北
天
后
宮

に

香
、

二
〇
日
に
北
港

天
宮
に

香
し
、
二
二
日
に

國

四
三

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



し
て
い
る
。
そ
の
際
、
本
來
は
神
像
自
體
を

う
べ
き
だ
が
、

關
の
手
續
き
が
煩
瑣
で
あ
る
と
し
て
、

な
ど
五

の
カ
ラ
ー

寫
眞
を
替
わ
り
に
携
え
て
い
る31

）。

ま
た
、
梧
棲

元
宮
に

ら
れ
た
高
橋
氏
の
書

（
一
九
八
九

年
一

附
）
に
よ
れ
ば
、
二
一
日
に
は
同
宮
を
訪
れ

お
よ
び

香

女
二

・
太
子
爺
の
分
靈
を

え
て
い
る32

）。

●
一
九
七
一
年

一
行
十
八
人
は
四

一
六
日
臺
北
到
着
、
一
八
日
に
北
港

天

宮
に

香
し
、
二
〇
日
に

國
し
て
い
る
。
今
回
も

の
カ
ラ

ー
寫
眞
を
携
え
て
き
た
ほ
か
、
上
松
陽
助
岐
阜
市
長
か
ら
北
港

天
宮

委
・
王
吟
貴
宛
の
書

お
よ
び
、
何
應
欽
將
軍
が
岐
阜
市

天
宮
（
高
橋
氏
自
宅
か
）
を
訪
問
し
た
際
に

っ
た
扁
額
の
複

製
を
北
港

天
宮
に

し
て
い
る33

）。

ま
た
、
梧
棲

元
宮
に

ら
れ
た
上
松
岐
阜
市
長
の
書

は
同

年
附
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
訪
臺
時
に
高
橋
氏
が

け

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る34

）。

●
一
九
七
二
年

五

三
〜
一
五
日
ま

で
北
港

天
宮
お
よ
び

梧
棲

元
宮
に

香35
）。

『
大
甲
鎭
瀾
宮
志
』
な

ど
で
は
三

二
四
日
に

大
甲
鎭
瀾
宮
か
ら

の
分
靈
を

え
る
と
す

る
が
、
こ
れ
は
舊

表

記
で
あ
り
、
こ
の

禮

期

中
の
新

五

七

日
の
こ
と
で
あ
ろ
う36

）。

●
一
九
七
三
年

一
行
二
二
人
に
て
、
四

二
三
日
臺
北
着
、
二
四
日
北
港
着
。

二
五
日
に
北
港

天
宮
の
天
后

の
祭
祀
に
參
加
。
同
日
、
馬
鳴

山
鎭
安
宮
・
梧
棲

元
宮
に
も
參

。
二
六
日
は
大
甲
鎭
瀾
宮
參

、
二
七
日
に
何
應
欽
將
軍
を
訪
問
の
後
、
木
栅
指
南
宮
を
參

圖１ 一九七二年里 りの 子（高橋 平氏提供)

四
四

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



し
、
同
日

國37
）。

ま
た
、
五

二
四
日
に
臺
灣
文

、

委
員
會
が
開
い
た
中
日

信
徒
座
談
會
に
高
橋
夏
三

氏
を
含
む
三
人
が
日
本
側
と
し
て
參

加
し
、
會
議
の
席
上
で
臺
灣
各
地
の

廟
の
代
表
か
ら
、
日
本

天
宮

香
團
の
訪
臺
の
際
に
、
彼
ら
の
廟
も
訪
問
し
て
慾
し
い

と
の
聲
が
上
が
っ
た
。
ま
た
、
臺
南
大
天
后
宮
の
總
幹
事
・
陳
振

山
氏
と
知
り
合
い
、
臺
南
大
天
后
宮
か
ら

の
分
靈
を

え
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
記
念
し
て
上
松
陽
助
岐
阜
市
長
は

臺
南
大
天
后
宮
に

幅
六
尺
の
扁
額
を

っ
た38

）。
な
お
、
同
扁
額

は
現
在
も
臺
南
大
天
后
宮
に

ら
れ
て
い
る39

）。

●
一
九
七
四
年

一
行
約
二
〇
人
で
、
四

一
四
日
に
北
港

天
宮
に

香40
）。

別

記
事
に
よ
る
と
行

は
以
下
の

り41
）。

第
一
日
、
臺
北
着
後
、
臺
南
大
天
后
宮
參

。
第
二
日
、
同
天

后
宮
に
て

の
分
靈
典
禮
に
參
加
の
後
、
朴
子

天
宮
・
北
港

天
宮
參

。
北
港

天
宮
で
は

分
靈
の

を
行
う
。
第

三
日
、
北
港

天
宮
に
て

を

え
た
分
靈
を

え
る
と
、
昨

年
木
魚
と
鐘
を

ら
れ
た
こ
と
へ
の
お
禮
の
た
め
に
馬
鳴
山
鎭
安

宮
を
訪
問
。
つ
い
で
大
庄

天
宮
・
梧
棲

元
宮
で
も

分
靈

の

典
禮
に
參
加
。
第
四
日
、
大
庄

天
宮
・
梧
棲

元
宮
に

て
、
そ
れ
ぞ
れ

を

え
た
分
靈
を

え
、
大
甲
鎭
瀾
宮
に
て

分
靈
の

典
禮
に
參
加
。
第
五
日
に
何
應
欽
將
軍
を
訪
問

の
後
、

國
。
こ
の
第
二
日
が
四

一
四
日
か
。

●
一
九
七
五
年

一
行
二
〇
餘
名
で
朴
子

天
宮
を
訪
問
し
、
分
靈
を
受
け
る42

）。

●
一
九
七
六
年

四

二
一
日
に
北
港

天
宮
に

香
、

二
二
日
（
舊
三

二

三
日
）

誕
祭
參
加43

）。

高
橋
氏
は
一
九
八
〇
年
に
寄
稿
し
た
「
臺
灣

廟
を

禮
す

る
」
と
い
う
記
事
の
中
で
、
北
港

天
宮
か
ら
分
靈
を

え
て
以

來

年
里

り
を
續
け
て
い
る
ほ
か
、
こ
れ
ま
で
に
七
つ
の
廟

（
論

：
上
記
で
確

さ
れ
た
北
港

天
宮
・
臺
北
天
后
宮
・
梧
棲

四
五

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



元
宮
・
大
甲
鎭
瀾
宮
・
臺
南
大
天
后
宮
・
大
庄

天
宮
・
朴
子

天

宮
か
）
か
ら
分
靈
を

え
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
年
の
夏
に
は
臺

南
の
正
統
鹿
耳
門

母
廟
か
ら
も

え
る
豫
定
だ
と

べ
て
い
る44

）

こ
れ
以
降
の
里

り
に
つ
い
て
は
新
聞
記
事
な
ど
の
記

は
見

つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
高
橋

平
氏
に
提
供
い
た
だ
い
た
寫
眞
か

ら
、
一
九
八
六
年
二

、
一
九
八
八
年
一
〇

、
一
九
九
一
年
二

、
一
九
九
三
年
一
〇

、
一
九
九
四
年
三

、
一
九
九
五
年
三

の
訪
問
が
確

で
き
た
。
ま
た
、
梧
棲

元
宮
の
書

か
ら
一

九
八
九
年
一

に
も
訪
問
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
高
橋

平

氏
に
よ
れ
ば
、
高
橋
氏
は
ず
っ
と
里

り
を
續
け
て
い
た
が
、
必

ず
し
も
天
后

の
時
期
に
は
こ
だ
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。四

來
の
目

先
に
見
た
よ
う
に
、
一
九
六
九
年
時
點
で
岐
阜
市
に
は
「

母

會
」
と
い
う
組
織
が
あ
っ
た
。
同
會
は
後

す
る
よ
う
に
高
橋
氏

を
中
心
と
し
た
、
岐
阜
に
お
け
る

信
仰
と
算
命
を

な
活

動
と
し
た
組
織
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
同
會
を

發
展

に

承
す
る
か
た
ち
で
、
高
橋
氏
は

像

來
後
の
一

九
七
一
年
に
宗
敎
法
人
日
本

天
宮
を
設
立
し
て
い
る45

）。
登
記

に
よ
れ
ば
、
そ
の
目

を
「
天
上

母
を
本

と
し
て
、

母
敎

の
敎
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
信

を
敎

育

す
る

こ
と
」
と
し
、
そ
の
目

を

す
る
た
め
に
必

な
事
業
と
し

て
「
出
版
事
業
竝
び
に
信

の
爲
め
の

光
斡
旋
事
業

び
宿
泊

斡
旋
事
業
」
を

げ
て
い
る
。

高
橋
氏
は
一
九
六
九
年
時
點
で
は
ス
バ
ル
技

社
長
と
の
肩
書

き
で
あ
る
が46

）、
大
和
パ
ネ
コ
ン
建
築
在

時
（
一
九
五
六
年
出
願
）

に
大
型
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
板
に
よ
る
建
築
物
の
特

許
も
取
っ
て
お
り47

）、
吉
田
武
義
氏
に
よ
れ
ば
、
訪
臺
の
目

の
ひ

と
つ
と
し
て
同
技

の
賣
り

み
や
ス
バ
ル
技

の
事
業
な
ど
實

業
面
で
の

査
・
關
係
構
築
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
後

に
は
高
橋
氏
は
日
華
興
業
貿
易
株
式
會
社
を
興
し
、
臺
灣
か
ら
の

入
業
も
始
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
業
務
と
の
關

も
あ
っ
た
で

あ
ろ
う48

）。

一
九
六
九
年
の

の

香
團
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
も
臺
灣

の
報

で
岐
阜
市
工
商
界
の
領
袖
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
ほ
か49

）、
天

四
六

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



后

以
外
の
時
期
に
企
業
關
係

を

れ
て
訪
臺
し
た
り
、
工
場

見
學
と
參
廟
を
合
わ
せ
た

香

光
行

を
組
む
な
ど
し
て
お
り

臺
灣
と
の
ビ
ジ
ネ
ス
に

を

じ
て
構
築
し
た
關
係
を
活
用
し

て
い
る

子
が
う
か
が
え
る50

）。
ま
た
、
日
本

天
宮
の
目

に
「
信

の
爲
め
の

光
斡
旋
事
業
」
が
謳
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の

ツ
ア
ー
自
體
も
日
本

天
宮
と
日
華
興
業
貿
易
株
式
會
社
が
共
同

開
發
し
た
も
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
高
橋
氏
が

を

じ
た
日
臺
の
經
濟

携
を
圖

っ
た
の
と
同

に
、
臺
灣
側
か
ら
も
高
橋
氏
と
日
本

天
宮
に
、

日
臺
の
文

、

・
經
濟

架
け
橋
と
な
る
期
待
が
か
か
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る51

）。

五

高
橋
氏
と

信
仰
の
接
點：

西
川
滿
と
の

關
わ
り

高
橋
氏
は
み
ず
か
ら
が

と
出
會
っ
た
時
期
に
つ
い
て
、

「
そ
の
年
、
私
の
十
年

と
一
年

は
加
護
の
星
と

り
逢
っ
た
。

ま
さ
に
そ
の
年
（
論

：

一
九
六
二
年
）
に
、
私
の
發

が

國
發

表
彰
で
『
大
臣
賞
』
を
受
賞
し
た
。
私
が
天
上

母
と
結

し
た
の
も
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
で
あ
っ
た
。
…
…
そ
れ
は
天
上

母
を
信
仰
し
、
そ
の
庇
護
を
獲
得
し
た
時
期
で
あ
っ
た
」
と

べ
て
い
る52

）。

さ
ら
に
、

は
「
富
め
る

貧
し
き

、
男
女
老
幼
を
問
わ

ず
、
加
護
の
星
を
與
え
る

」
で
あ
り
、
高
橋
氏
は

と
結

し
た

の
義
務
と
し
て
、
加
護
の
星
の
存
在
を
知
ら
ず
自
ら
の
悲

を

い
て
い
る
多
く
の
人
に
對
し
て
加
護
の
星
が
訪
れ
る
時
を

敎
え
、
彼
ら
を
助
け

氣
づ
け
、
生
活
の

し
み
を

す
こ
と
を

使
命
と
自

し
て
い
る53

）。

こ
の
こ
と
か
ら
、

信
仰
と
出
會
い
、
そ
の
加
護
に
よ
り

功
を
得
た
高
橋
氏
が
算
命
や

信
仰
を

し
て
信
徒
の
未
來
を

開
き
、
助
け
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
高
橋
氏
は
ど
の
よ
う
に
し
て

と
出
會
っ
た
の
か
。

こ
の
時
期
、
日
本
に
は

を
奉
じ
て
活
動
し
て
い
た
人
物
が

い
た
。

高
橋
氏
は

の

來
時
の
記
事
に
て
「
日
本
人
は

を
信

仰
す
る
だ
け
で
な
く

の
敎
義
に
つ
い
て
も

究
し
て
い
る
。

彼
ら
は
東
京
で
『
天
后
會
』
を
創
設
し
、『
人

の
星
』
を
刊
行

四
七

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



し
て
い
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

來
の

體
と
な
っ
た
岐
阜

の
「

母
會
」
も
、
そ
の
「
天
后
會
」
の
活
動
を
受
け
て

立
し

た
と
い
う54

）。

こ
の
「
天
后
會
」
を

宰
し
て
い
た
の
が
西
川
滿
で
あ
っ
た
。

西
川
は
日
本
統
治
下
の
臺
灣
で
活

し
た
作
家
・
文

、

學

で
あ

る
。
自
ら
設
立
し
た
出
版
社
を

書

と
命
名
し
、
そ
の
第
一

詩
集
を
『

祭
』（
一
九
三
五
年
）
と
題
し
た
よ
う
に
、
西
川
に

と
っ
て

は
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た55

）。

後

國
し
た
西
川
は
文

、

學
活
動
の
一
方
で
、
一
九
五
八
年
十

一

に
算
命
の
事
務

を
開
業
し
、

一
九
五
九
年
に
は
命

學

の

書
で
あ
る
『
人

の
星
』
を
六
興
出
版
よ
り
出
版
し
て
い
る56

）。

さ
ら
に
、
一
九
六
〇
年
に
臺
灣
の
讀

か
ら

像
と
千
里
眼
・

順
風
耳
を

ら
れ
る
と
、
そ
れ
を

機
と
し
て
祭
壇
を
作
り

を
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
自
身
で
は
「
天
上

母
顯

現
」
と
表
現
し
て
い
る57

）。

出
の
「
天
后
會
」
が
設
立
さ
れ
た
の
も
同
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
一
九
六
一
年
に
は
同
會
の
機
關
誌
で
あ
る
『
人

の
星
』

（
〜
一
九
七
四
年
、
同
題
の

書
と
は
別
）
の
刊
行
も
始
ま
る58

）。

同
會
で
は
、

を
信
仰
對

と
し
、
算
命
を
そ
の

な
活
動

と
し
て
い
た
。
西
川
の
算
命
は
生
ま
れ
た
日
時
を
星
と
結
び
つ
け

て

す
る
「
天
上

母
算
命
學
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

高
橋
氏
と

は
、
こ
の
西
川
滿
を
介
し
て
つ
な
が
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
機
關
誌
『
人

の
星
』
二
〇
號
（
一
九
六
四
年
九

）

に
高
橋
氏
の
投
稿
が

載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
高
橋
氏
は
「
わ

が
家
は

、
夕
の
二
回
、
天
上

母
さ
ま
に
禮

す
る

慣
で

す
」
と

べ
て
い
る59

）。

ま
た
、
同
誌
二
七
號
（
一
九
六
六
年
一

）
に
は
、「
西
川
總
裁

を
秋
の
飛
驒
小
坂
に

え
て
、
日
本
天
后
會
東

大
會
を
開
く
こ

と
に
な
り
九

五
日
岐
阜
市
の
高
橋
夏
三

氏
宅
に
集
合
し
打
ち

合
わ
せ
を
し
た
」
と
の
記

も
見
ら
れ
る60

）。

た
だ
、
高
橋

平
氏
に
よ
る
と
高
橋
氏
は
何
ら
か
の
衝

に
よ

っ
て
西
川
と
袂
を
分
か
っ
た
。
そ
の
後
も
信
仰
か
ら
は
離
れ
ず
、

岐
阜
に
お
い
て
活
動
を

續
し
た
が
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
際
の

期
組
織
が
「

母
會
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
信
仰

の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
西
川
の
「
天
后
會
」
に
あ
っ
た
よ
う
な

像
が
必

と
な
っ
た
の
が
、
分
靈
を
求
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ

四
八

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



た
と
い
う61

）。
お
わ
り
に

そ
の
後
の

像

高
橋
氏
は

像

來
後
、
日
本

天
宮
を
組
織
し
て

を

祀
る
と
と
も
に
、
ま
た
そ
の
算
命
部
門
で
あ
る
「
心
の
星
算
命

究
會
」
に
お
い
て
算
命
に
從
事
し
た62

）。
こ
こ
で
は

は
「
悲
し

い
宿
命
を
幸
福
な
宿
命
に
變
え
る

法
は
た
だ
一
つ
、
正
し
い
信

仰
を
も
つ
こ
と
で
す
」「
あ
な
た
の
一
生
を
司
ど
る
星
を
支

す

る
天
上

母
さ
ま
に

り
ま
し
ょ
う
」

63
）

と
高
橋
氏
が
呼
び
か
け
る

よ
う
に
、
西
川
滿
の
解
釋
を
經
由
し
た
、
傳
統

な

神
か
ら
も
、

鹿
兒
島
や
茨

に
見
ら
れ
る
在
地

し
た
神
格
か
ら
も
離
れ
た
、

命
の
守
護

と
い
う
新
し
い

と
な
っ
て
い
た
。
西
川
の
天
后

會
が
彼
一
代
の
も
の
で
あ
っ
た
の
と
同

に
、
高
橋
氏
の
日
本

天
宮
も
そ
の
逝
去
後
は
休
眠

態
と
な
る
が
、

後
日
本
に
お
け

る
獨
自
の

受
容
の
可
能
性
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
い
に
く
と
安

の
地
を
得
ら
れ
ず
、
當

は
高
橋
氏
の
會
社

事
務

に
、
後
に
は
自
宅
に
て
祀
ら
れ
て
い
た

像
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
も
と
に
、
多
く
の
人
が
自
ら
の

勢
を
見
て
も
ら
う
べ

く
足
を

ん
で
い
た
。

本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
高
橋
氏
の
一

の
交
流
に
は

代

の
岐
阜
市
長
の

が
見
え

れ
す
る
。

の
訪
臺
時
に
松
尾
吾

策
（
第
八
代
）
か
ら
の
「

帖
」
を
持
參
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、

梧
棲

元
宮
に
上
松
陽
助
（
第
九
代
）
の
書

が
、
臺
南
大
天
后

宮
に
同
氏
の
扁
額
が
、
ま
た
馬
鳴
山
鎭
安
宮
に
も
蒔
田

（
第
十

代
）
の
扁
額
（
一
九
七
七
年
）
が

ら
れ
て
い
る64

）。
吉
田
氏
に
よ

れ
ば
高
橋
氏
に
助
言
を
求
め
る

の
中
に
は
政
治
家
の

も
し
ば

し
ば
見
ら
れ
、
市
長
と
の
つ
な
が
り
も
算
命
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、

な
夕
な
に

せ
ら
れ
て
い
た

像
だ
が
、
二

〇
〇
七
年
の
自
宅
火
災
の
際
に
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
い
ま
は
も
う

な
い
。
日
本

天
宮
の
痕
跡
は
、
わ
ず
か
に
高
橋

平
氏
の
手
元

に

る
そ
の
看
板
の
み
で
あ
る
。

本
稿
執
筆
に
當
た
っ
て
は
高
橋

平
氏
・
吉
田
武
義
氏
に
ご
協

力
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
論
文

、

公
開
お
よ
び
寫
眞
の
使
用
に
つ
い
て

四
九

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



も
ご
快
諾
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

１
）

浦
恒
一
「

に
ひ
か
れ
て
」（『
平

史
談
』
六
、
一
九
七
七

年
）
四
四
頁
、
窪
德
忠
「
西
日
本
の

信
仰
」（『
ア
ジ
ア

學
』
四
一
、
二
〇
〇
二
年
七

）。

2
）

黑
羽
夏
彥
「
日
本
の

二

岐
阜
市
に
分
祀
さ
れ
た

」

（『
ふ
ぉ
る
も
さ
ん
・
ぷ
ろ
む
な
あ
ど
』h

ttp
: //fo

rm
o
sa
n
-

p
ro
m
e
n
a
d
e
.b
lo
g
.jp
/
a
r
c
h
iv
e
s
/

77341359.h
tm
l

、
二
〇
一
八
年
八

二
五
日
﹇
二
〇
二
〇
年
六

一
九
日
確

﹈）

3
）

黑
羽
夏
彥
「
日
本
の

二

岐
阜
市
に
分
祀
さ
れ
た

」。

4
）

高
橋
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
二
〇

一
九
年
一
一

二
九
日
に
、
吉
田
氏
へ

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
二
〇
一
九
年
九

一
七
日
に
行
わ
れ
た
。

5
）

宇
宿
捷
「

の
信
仰
と
薩
南
片
浦

林
家
の

に
就
い
て
」（『
史
學
』
一

五

三
、
一
九
三
六
年
）、
李

璋
『

信
仰
の

究
』（
泰
山
文

、

物
社
、
一

九
七
九
年
）
四
六
一
〜
四
七
七
頁
、
陳

佳
秀
「
東
ア
ジ
ア

域
に
お
け
る
船
神
信
仰：

九
州
、
琉
球
列
島

へ
の

信
仰
の
傳
來
」（『
鹿
兒
島
國
際
大
學
大
學
院
學

論

集
』
三
、
二
〇
一
一
年
）。

6
）

宇
宿
捷
「

の
信
仰
と
薩
南
片
浦
林
家
の

に
就
い

て
」、

田

良
「
東
ア
ジ
ア
の

信
仰
と
日
本
の
船
玉
神
信
仰
」

（『
國
立

史
民
俗
博
物

究
報

』
二
二
三
、
二
〇
二
一
年
）。

7
）

王
維
『
日
本
華
僑
に
お
け
る
傳
統
の

と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
』

（
風

社
、
二
〇
〇
一
年
）
一
九
〜
二
〇
頁
。

圖２ 像・高橋氏(右)・一九七二年

高橋氏自宅にて（高橋 平氏提供)

圖３ 像安置の 子（ 像は 別でき

ず）・時期不 ・高橋氏自宅にて

（高橋 平氏提供）

五
〇

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



8
）

陳
佳
秀
「
東
ア
ジ
ア

域
に
お
け
る
船
神
信
仰：

九
州
、

琉
球
列
島
へ
の
蠣

信
仰
の
傳
來
」、

田

良
「
東
ア
ジ

ア
の

信
仰
と
日
本
の
船
玉
神
信
仰
」。

9
）

李

璋
『

信
仰
の

究
』
五
六
九
〜
五
九
三
頁
、
窪

德
忠
「
東
日
本
の

信
仰
」（『
ア
ジ
ア

學
』
四
二
、
二
〇
〇

二
年
八

）。

10
）

田
樹
與
「

濱

廟
建
立
の
背
景
か
ら
見
た
中
華
街
に
お

け
る
役

」（『
メ
タ
プ
テ
ィ
ヒ
ア
カ：

名
古
屋
大
學
大
學
院
文

、

學

究
科
敎
育

究
推

室
年
報
』
五
、
二
〇
一
一
年
）

11
）

王
維
『
日
本
華
僑
に
お
け
る
傳
統
の

と
エ
ス
ニ
シ
テ

ィ
』
一
五
三
〜
一
五
四
頁
。

12
）

李

璋
『

信
仰
の

究
』
四
八
七
〜
四
八
八
頁
。

13
）

陳
佳
秀
「
東
ア
ジ
ア

域
に
お
け
る
船
神
信
仰：

九
州
、

琉
球
列
島
へ
の

信
仰
の
傳
來
」、

田

良
「
東
ア
ジ

ア
の

信
仰
と
日
本
の
船
玉
神
信
仰
」。

14
）

菊
地

太
『
東
ア
ジ
ア
の
信
仰
と

像
』（
第
一
書

、
二
〇

二
〇
年
）
一
八
九
頁
。

15
）

王
維
『
日
本
華
僑
に
お
け
る
傳
統
の

と
エ
ス
ニ
シ
テ

ィ
』
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
、
松
尾
恒
一
「

後
の
在
日
華
僑
文

、

の
一
考
察
」（『
國
立

史
民
俗
博
物

究
報

』
二
〇
五
、
二

〇
一
七
年
）。

16
）

宮
田
安
「
崇
福
寺
の

」（『
新
風
土
』
四
、
一
九
六
七
年
五

）。

17
）

王
維
『
日
本
華
僑
に
お
け
る
傳
統
の

と
エ
ス
ニ
シ
テ

ィ
』
一
五
五
頁
。

18
）

田
樹
與
「

濱

廟
建
立
の
背
景
か
ら
見
た
中
華
街

に
お
け
る
役

」。

19
）
「
日
將

祀
北
港

」（『
聯
合
報
』、
一
九
六
九
年
四

一
二

日
）。

20
）
「
人
種
や
國
境
越
え
て

『
北
港

天
宮
』
の
分
身
、
岐
阜
へ
」

（『
中
日
新
聞
』、
一
九
六
九
年
五

一
五
日
夕
刊
）。

21
）
「

神
像
兩
座

日
本
岐
阜
市
」（『
中
央
日
報
』
一
九
六
九

年
五

三
日
）、「

渡
東

今
日

行
開
光
」（『
中
央
日

報
』
一
九
六
九
年
五

四
日
）。

22
）
「
日
本

香
團
來
臺

」（『
聯
合
報
』、
一
九
六
九
年
五

三
日
）。

23
）

「
日
將

祀
北
港

」、

「
日
本

香
團
來
臺

」。

24
）
「
優
待
放
洋
神
像

關
決
豫

神
今
乘
機
至
日
本
」

（『
聯
合
報
』、
一
九
六
九
年
五

六
日
）。

25
）

管
見
の
限
り
で
は
、『
中
央
日
報
』（
五

二
〜
五

七
日
）、

『
聯
合
報
』（
四

一
二
日
、
五

二
〜
七
日
）、『
中
國
時
報
』

（
五

二
・
五
・
七
日
）
で
報

が
確

で
き
た
。

26
）
「
日
岐
阜
市

堂

今
來
臺

靈
」（『
中
央
日
報
』
一
九
六

九
年
五

二
日
）、

「

神
像
兩
座

日
本
岐
阜
市
」、

「

放
洋
今
日
開
光
」（『
聯
合
報
』、
一
九
六
九
年
五

四
日
）。

五
一

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



北
港

天
宮
は
臺
南
の
魏
得
璋
に
も
制
作
を
依
賴
し
た
と
の
記

も
見
ら
れ
る
が
、
他
の
記
事
と
附
き
合
わ
せ
る
と
、
北
港

天
宮

か
ら

ら
れ
た

像
は
一

と
考
え
ら
れ
る
。

27
）
「
日
岐
阜

香
團

回

神
像
」（『
聯
合
報
』、
一
九
六
九
年

五

七
日
）、「

出
國

人
手
一
神
像
捧
回
日
供
奉
」（『
中
國

時
報
』
一
九
六
九
年
五

七
日
）。

28
）

「
人
種
や
國
境
越
え
て

『
北
港

天
宮
』
の
分
身
、
岐

阜
へ
」。

29
）

「
日
將

祀
北
港

」。

30
）
「

『

女
春
秋
』
創
刊
」（『

女
春
秋
』
五
、
一
九
七
三
年

四

）。

31
）
「
北
港

香
期

展
開
」（『
中
央
日
報
』
一
九
七
〇
年
二

二
〇
日
）、「
日
本

寧

北
港

神

神
」（『
聯
合
報
』、

一
九
七
〇
年
二

二
三
日
）。

32
）

二
〇
一
八
年
九

一
〇
日
、
同
宮
に
て
論

確

。

33
）
「
北
港
鎭

天
宮

慶

誕
辰

祭
典
依
照
古
禮

行

日
人

組
團

來

香
」（『
聯
合
報
』、
一
九
七
一
年
四

一
九
日
）。

34
）

二
〇
一
八
年
九

一
〇
日
、
同
宮
に
て
論

確

。

35
）

高
橋

平
氏
提
供
の
ア
ル
バ
ム
（
日
本

天
宮
一
行
『
臺
灣
北

港

禮
記
念
』）

收
の
寫
眞
に
よ
る
。

36
）

廖
瑞
銘
總

纂
『
大
甲
鎭
志
』（
臺
中
縣
縣
大
甲
鎭
公

、
二

〇
〇
九
年
）
一
七
四
二
頁
お
よ
び
張
慶
宗
等

文

、

・
郭
金
閏

『
大
甲
鎭
瀾
宮
志
』
四
「
文

、

薪
傳
」（
臺
中
縣
大
甲
鎭
瀾
宮
董
事

會
、
二
〇
〇
五
年
）
一
三
一
頁
。

37
）
「
日
本

天
宮
天
上

母
、
今
年
仍
將

廟

香
」（『

女

春
秋
』
四
、
一
九
七
三
年
三

二
〇
日
）
第
一
版
、「
日
本
岐
阜

香
團

北
港

天
宮
、
受
到

信
徒
熱
烈

」（『

女

春
秋
』
五
、
一
九
七
三
年
四

三
〇
日
）。

38
）

高
橋
夏
三

（
王
沿
津
譯
）「

香
與
受
恩
｜

香
五

年
紀

念
」（『

女
春
秋
』
二
四
、
一
九
七
四
年
一
二

一
日
）。

39
）

論

未
見
。
高
凱
俊
『
大
天
后
宮
』（
臺
南
市
政
府
文

、

局
、

二
〇
一
八
年
）
二
〇
一
頁
。
同
書
で
は
一
九
七
一
年
と
す
る
が
、

黑
羽
夏
彥
氏
に
よ
れ
ば
昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
年
）
の
日
附

が
入
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
同
氏
が
撮
影
し
た
寫
眞
で
も
確

で
き
る
。（
黑
羽
夏
彥
「
臺
南
・
大
天
后
宮
に
て
」h

ttp
: //fo
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m
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sa
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m
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n
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.jp
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a
rc
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e
s /
7
9
9
0
0
5
0
2
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tm
l

、

『
ふ
ぉ
る
も
さ
ん
・
ぷ
ろ
む
な
あ
ど
』
二
〇
一
九
年
五

二
〇
日
、

﹇
二
〇
二
〇
年
六

一
九
日
確

﹈）

40
）
「
日
本

天
宮
天
上

母
今
年
仍
將

廟

香
」（『

女
春

秋
』
一
五
、
一
九
七
四
年
三

一
日
）。

41
）

高
橋
夏
三

（
王
沿
津
譯
）「

香
與
受
恩
｜

香
五

年
紀
念
」。

42
）

朴
子

天
宮
公
式
サ
イ
ト
「
大
事
年
表
」（﹇
二
〇
二
〇
年
六

一
九
日
確

﹈）。

43
）
「
日
本

漸
廣

洋
享
血
祀
」（『

女
春
秋
』
四
一
、

一
九
七
六
年
五

一
日
）。

五
二

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



44
）

高
橋
夏
三

「
臺
灣

廟
を

禮
す
る

十
一
年

續
く
里

り
」（『
岐
阜
日
日
新
聞
』
一
九
八
〇
年
五

二
六
日
）。

45
）

宗
敎
法
人
登
記

に
よ
る
と
高
橋
夏
三

氏
を
代
表
役
員
と
し

て
一
九
七
一
年
二

六
日
に

立
。
法
人
番
號
二
〇
〇
〇
｜
〇
五

｜
〇
〇
〇
九
〇
四
。

46
）

「
人
種
や
國
境
越
え
て

『
北
港

天
宮
』
の
分
身
、
岐

阜
へ
」。

47
）

特
許
〇
二
六
五
二
六
五
。
一
九
五
六
年
六

九
日
出
願
。（
特

許
廳
特
許
公
報

昭
三
五

四
六
四
〇
）
同
發

で
、
高
橋
氏
は

昭
和
三
七
年
度

國
發

表
彰
に
お
い
て
「
發

賞
」
を
受
賞
し

て
い
る
。（
公

社
團
法
人

發

協
會
「

國
發

表
彰

昭
和

37
年
受
賞

一

」h
ttp
: //k

o
u
ek
i.jiii.o

r.jp
/h
y
o
sh
o
/zen

-

k
o
k
u
/p
a
stich

ira
n
p
d
f /s 37zen

k
o
k
u
.p
d
f

、﹇
二
〇
二
〇
年

六

一
九
日
確

﹈）。

48
）

高
橋

平
氏
に
よ
れ
ば
、
日
華
興
業
貿
易
株
式
會
社
で
は
臺
灣

か
ら
ロ
ー
ヤ
ル
ゼ
リ
ー
な
ど
を

入
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
高
橋
氏
は
一
九
九
一
年
に
は

眼
酢
や

眼
ワ
イ
ン
の
釀

に
關
す
る
特
許
も
申

し
て
い
る
（
出
願
番
號

特
願
平
三
｜

一
八
九
〇
五
五
）。

49
）

「
日
本

香
團
來
臺

」。

50
）
「

天
宮
甲
寅
年

燈
展
業
於
元
宵

隆
重

幕
」（『

女
春

秋
』
十
五
、
一
九
七
四
年
三

一
日
）、
高
橋
夏
三

・
王
沿

津
譯
「

香
與
受
恩
｜

香
五

年
紀
念
」（『

女
春
秋
』
二
四
、

一
九
七
四
年
十
二

一
日
）。

51
）
「
從
譯
讀
高
橋
氏
『
新
年

福
』
想
到
中
日
文

、

經
濟
合
作

交
流

」（『

女
春
秋
』
二
四
、
一
九
七
四
年
十
二

一

日
）。

52
）

高
橋
夏
三

「

『

女
春
秋
』
創
刊
」、『

女
春
秋
』
五
、

一
九
七
三
年
四

三
〇
日
）。
高
橋
氏
が
受
賞
し
た
の
は
一
九
六

二
年
で
あ
る
。（「
高
橋
夏
三

ら

國
發

表
彰

」、『

日

新
聞
』
一
九
六
二
年
四

八
日
）。

53
）

高
橋
夏
三

「

『

女
春
秋
』
創
刊
」。

54
）
「
日
本
來

『

』

將
分
『
靈
』」、『
聯
合
報
』
一
九
六

九
年
五

五
日
。

55
）

西
川
滿
の

に
つ
い
て
は
張

庭
「
跨
越
時
代
、
國
界

書
寫
｜
西
川
滿
筆
下

後

形

比
較
」（『

信
仰

文

、

既
旦

在
地
人
文

、

藝

國
際
學

討
會
』
二
〇
一
二
年
一
〇

二
〇
〜
二
二
日
、h

ttp
: //g

itlci.ccu
.e
d
u
.tw

/
p
ro
je
c
t /
2
0
1
2

m
a
zu
/ch

.h
tm
l

）
に
詳
し
い
。

56
）

西
川
滿
『
わ
が
越
え
し
幾
山
河
』（
人

の
星
社
、
一
九
八
三

年
）
六
四
〜
六
五
頁
。

57
）

西
川
滿
『
わ
が
越
え
し
幾
山
河
』
六
六
頁
。
た
だ
し
、
西

川
の
信
仰
す
る
「

」
は
「
今
日
、
臺
灣
を
中
心
と
し
て
、
廣

く
南
支
に
マ
ソ
信
仰
が
傳
わ
つ
て
い
る
が
、
天
后
會
の

母
信
仰

は
、

な
る
現
世

マ
ソ
信
仰
で
は
な
く
、
マ
リ
ヤ
、
マ
ヤ
、
マ

ソ
こ
の
三
つ
の
分
身
を
綜
合
し
た
久

の
生
命
と
し
て
の
天
上

五
三

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て



母
信
仰
」
と
い
う
よ
う
に
、
傳
統

な

信
仰
に
獨
自
の
解
釋

を
加
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
（「
星
へ
の

り
」、『
人

の
星
』

四
六
、
一
九
七
〇
年
夏
、
九
頁
）。

58
）

西
川
の

後
の
算
命
活
動
や
そ
の
思
想
に
關
す
る
先
行

究
と

し
て
は
、

耀
儀
「

後
に
お
け
る
文

、

學

西
川
滿
の
宗
敎
活
動

に
關
す
る
一
考
察
｜
『
人

の
星
』
を
中
心
に
｜
」（『
東

日
語

敎
育
學
報
』
五
二
、
二
〇
一
九
年
）
が
あ
る
。

59
）

高
橋
夏
三

「
至
福
の
恩
寵
を
受
け
て

★
發

と
信
仰
★
」

（『
人

の
星
』
二
〇
、
一
九
六
四
年
九

）。

60
）

部
芳
幸
「
す
が
り
て
天
を
仰
ぎ
な
ば
」（『
人

の
星
』
二
七
、

一
九
六
六
年
一

）。

61
）

西
川
は
「
こ
の
世
の
中
に
は
あ
わ
て
ん
坊
が
い
て
、
天
上

母

と
名
が
つ
け
ば
み
な
同
じ
だ
と
早
合
點
し
、
玉
皇
上

下
の

敎

地
方
水
神
を
臺
灣
あ
た
り
か
ら
か
つ
ぎ
だ
し
て
、
三

九

し
て
い
る
が
…
…
そ
の
愚
は
氣
の
毒
と
申
す
し
か
な
い
」（『
ア
ン

ド
ロ
メ
ダ
』
一
四
、
一
九
七
〇
年
一
〇

）
と

べ
て
い
る
が
、

あ
る
い
は
高
橋
氏
を
念
頭
に
置
い
て
の
言
で
あ
ろ
う
か
。

62
）

日
本

天
宮
の
算
命
部
門
と
し
て
、「
心
の
星
算
命

究
會
」

が
存
在
し
た
が
、
同
會
の
算
命
表
で
あ
る
『
心
の
星
座
』（
高
橋

平
氏

有
）
を
見
る
と
、
星
の
名
に
東
洋
の
呼

と
西
洋
の
呼

が

存
す
る
な
ど
、
西
川
滿
の
影

が
色
濃
く
見
ら
れ
る
。

63
）
『
心
の
星
』
日
本

天
宮
・
心
の
星
開
發

究
會
。

64
）

二
〇
一
九
年
三

論

確

。

執

筆

紹

介

細

井

志

活
水
女
子
大
學
敎
授

中

村

福
岡
大
學
非
常

師

孫

中
國

洋
大
學
文

、

學
與
新
聞
傳
播
學
院

中
國
古
代
文

、

學
民
俗
文

、

師

中

亮

愛
知
淑
德
大
學
等
非
常

師

田

繪

美

早
稻
田
大
學
大
學
院
文

、

學

究
科
（
東

洋
哲
學
コ
ー
ス
）
博
士
後
期
課

池

早
紀
子

大

府
立
大
學
大
學
院
人

社
會
シ
ス

テ
ム
科
學

究
科
博
士
後
期
課

土

屋

昌

專
修
大
學
國
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

學
部
敎
授

森

由
利
亞

早
稻
田
大
學
文

、

學
學

院
敎
授

五
四

岐
阜
に

來
さ
れ
た

に
つ
い
て


